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１．はじめに  

県は急峻で広大な唐津沢の中に巨大な産廃処分場を計画している。この計画

には、豪雨時に、唐津沢の上流域 62 ha から処分場の搬入道路のトンネル出入口

付近に流入する激甚な洪水に対する防災対策が必要である。このことを私ども

は訴状や公開質問状で指摘して来たが無視されたまま、本年 3 月には産廃処分

場の基本設計を終了した。唐津沢上流域からの洪水に対する防護隔壁や導水路

などの洪水災害対策は全く無く、極め付けは、西側流域に対する防災調整池を設

置せずに直接鮎川へ雨水を放流することである。このような状況では、最も基本

的な洪水災害対策の規定である防災調整池の技術基準（参考資料１）に違反する

ことは明白である。 

唐津沢流域には、処分場敷地（開発対象地域）と西側流域（非開発地域）が存

在するが、技術基準に則り、防災調整池容量の算定対象の流域面積は、唐津沢流

域全面積 118.30ha とせねばならない（参考資料２）。ただし、処分場敷地境界に

流域を確実に区分する隔壁が設けられる場合には、算定対象面積を処分場敷地

と西側流域に分けて、それぞれの面積に対応する容量の防災調整池を設置して

もよい。 

 防災調整池容量は、流域面積、降雨強度の時間分布、および許容放流量を基に

算定されるため、どのような降水量を適用するかが重大問題である。県は西側流

域の面積を算定対象面積から意図的に除外した上に、降水量も不適格な 1/30 年

確率（24 時間 256ｍｍ）を使用して、防災調整池容量を大幅に矮小化している。

産廃処分場は半永久的なものであること、そしてこれまでの降雨量記録および

将来の気候変動を考慮すると、水防防規定（1/1000 年確率）の降雨量を適用す

べきである。したがって、唐津沢流域に対応した防災調整池の容量算定に使用す

べき流域面積と降水量に基づき、根本的に洪水防災設備計画をやり直すべきで

ある。 

 

 2022 年 12 月 19 日付けの県知事宛の公開質問状（参考資料３）では、「水防

法規定の降雨時（24 時間 690ｍｍ）における西側流域 81.47ha からの雨水流出

最大量が 24.1 ㎥/ｓであるのに対して、鮎川への許容放流量は僅かに 2.37 ㎥/ｓ

であるため、直接放流することは許されず、法規上約 28 万㎥の巨大容量の防災

調整池を排水路の途中に設備せねばならないこと」を指摘した。元より県にはそ

の予定はなく、そのための敷地はどこにも無いので、対応のしようがないらしい。 
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唐津沢の上流域から処分場の搬入道路のトンネル出入口付近に流入する激甚な

洪水に対する防災対策は何もなく、豪雨時には大変危険な状態にある。  

 

また、2023 年 3 月 31 日付けの公開質問状（参考資料４）では、「1/200 年確

率の降雨時(24時間 406ｍｍ)における流域全体 118.30haに対応すべき防災調整

池容量は、194,300 ㎥であると明示し、現行の防災調整池容量は 29,747 ㎥であ

り、必要な容量の 6.5 分の 1 である。これでは、明らかに県の技術基準に違反し

ており、洪水災害対策は、今後根本的にやり直さねばならないこと」を指摘した。

この公開質問状には、かなり詳細に理由・内容を記述した。 

  

なお、本年 6 月 1 日の第 6 回口頭弁論に提出した第 5 準備書面では、「鮎川に

は河川隧道が在り、鮎川への許容放流量が厳しく限定されるため、西側流域から

の雨水の放流路の途中には、28 万㎥の巨大容量（雨水総流出量の 72％）の防災

調整池を設置せねばならないところを無視し、県は自らが設定した技術基準に

違反していること。そして、唐津沢は、洪水災害対策上、処分場建設には極めて

不適格な場所あり、現実的に建設の可能性は薄いこと」を主張した。 

 

 現行の基本計画・基本設計では、洪水災害対策が全く講じられておらず、引き

続いて厳しく追及せねばならない為、ここで改めて問題点を整理して、今後の処

分場建設阻止の活動に役立つ資料を準備したい。 

 2021 年 12 月 17 日付けの冊子：「唐津沢産業廃棄物処分場計画の危険性を訴

える」（参考資料５）では、本計画の概要を報告すると共に、重大な問題点を指

摘して、産廃処分場の危険性を訴えた。ここでは、その後に得られた多くの情報

を加えると共に、「主要な問題点である洪水災害対策」に焦点を絞って、再度本

件冊子を発行することにした。この度は、「通常は不必要な技術的な算定法につ

いての知識も重要」と考え、技術的な処も詳細に盛り込んだが、そこは読み飛ば

していただき、大きく見易い図面だけでも気楽に見て戴けると幸いである。 
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２．唐津沢の地形・形状の特性 

 唐津沢の展望図を図 1 に示す。日立セメントの採石場跡地の広大な窪地が湖

（湛水）となっており、その周辺を埋立して巨大な廃棄物槽の建設が計画されて

いる。県道 37 号沿いには、鮎川本流が流れている。住民訴訟の対象になってい

る産廃搬入道路は、山側道路よりトンネルを経て当該処分場まで建設するとの

ことである。○印は、搬入道路トンネルの出入口の位置を示している。 

 図から読み取れるように、唐津沢上流部の降水域は大変広く、搬入道路トンネ

ル出入口（○印）近くでは、深い谷間になっている。この唐津沢上流域は 62ha 

で、そこから豪雨時に流出する激流は 18.5 ㎥/ｓにもなると予想され、産廃処分

場を建設しても、押し流されてしまうが、この防災策は至難の業である。 

 

 産廃処分場の敷地にあたる部分の唐津沢の現状の写真を図２に示す。唐津沢

出口付近の県道 37 号の標高は 120mで、少し入った北側からの展望所の標高は

130m である。唐津沢の谷底は約 100m で湖面の標高は通常 110m 位である。 

断崖絶壁に囲まれた広く蒼い湖面は、誠に麗しい姿を見せている。豪雨があると

一時的に水面を上昇させるが、その後は地下水の出入りのバランスを保ちなが

ら長時間掛けて元の水面に戻して、豪雨時の防災ダムの機能を見事に果たす。 

  

 また、地質・水文の調査計画平面図を図３に示す。唐津沢の採石場跡地は大き

な窪地になっており、底地は谷沿いに約 500m に渡り、標高は 90～100m であ

る。湖水面（湛水面）は降水状況で変わるが、通常は標高 110m 位である。 

 沢の西側の岩壁面の数か所からは湧き水があり、谷底に向かって流下してい

る。唐津沢の上流部の広大な降水域から流入する表流水は、トンネル口付近を通

って、途中伏流することはあるが、湖水の先端部に流入している。豪雨時に上流

部の広大な降水域から流入すると想定される激甚な流れは、上記の表流水と同

様な経路で湖水の先端部に流入するはずである。 

近接して流れる別経路の表流水は、沢の西側の岩壁面を横切って通された水

路を経由して、直接鮎川に放流されている。豪雨時には、既設の水路では大容量

の排水はできず、大部分は谷間の湖水に流入する。 

湖水面は、地下水の水位面であり、地下水は周囲から地中を通じて直接に湖水

に流入している。当然に、湖水から鮎川あるいは湖水の周辺に流れ出す地下水流

がある。すなわち、唐津沢は、通常でも水が集まり流れる河である。 
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図１ 唐津沢の展望図 
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A：唐津沢を北から南への展望（蒼い湖面が輝いている） 

 
B：唐津沢を南から北への展望（標高 311m の四ツ峰側の岸壁が険しい） 

図２ 産廃処分場の敷地にあたる部分の唐津沢の現状の写真 
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図３ 地質・水文の調査計画平面図 
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３．唐津沢の産廃処分場予定地が洪水浸水想定区域の実質を有する件 

 豪雨時に雨水が洪水浸水すると想定される場所を予め調べて置き、周知させ

れば、水害防止に役立つはずであり、古くから制度化されている。近年の気候変

動に対処して平成 27 年の水防法の大改正により、最大想定降雨量が地域ごとに

規定され、それに基づく「先進的な洪水浸水想定区域図」が県により順次作成さ

れることになった。二級河川である鮎川水系については未だに作成されていな

いが、産廃処分場の指定に先立って、県は個別にそこが「洪水浸水想定区域」に

該当するかどうかを確認すべきであった。 

  

A：処分場予定地は「洪水浸水想定区域」に準じて考慮されるべきである 

 本件処分場候補地が水防法上の「洪水浸水想定区域」の実質を有し、洪水や土

砂崩れの危険性がことは住民訴訟の訴状で主張した。その後の第２準備書面で

も、県は「洪水浸水想定区域」の実質を有するか否かを個別に調査・分析した上

で立地上の制約の有無を判断し、1 次スクリーニングにおいて除外すべきだった

と主張した。 

更に最近の口頭弁論では、『令和 3 年の水防法改正を受けて、県としては改め

て、本件処分場予定地が洪水浸水想定区域に準ずるものと言えるかどうかの検

討を行うべきであった。』と主張すると共に、『基本計画では、県の技術基準に違

反して、洪水災害対策上必要な防災調整池を設けること無しに、流下能力の低い

鮎川へ放流すること』など洪水問題について縷々指摘した。 

 

県は、「唐津沢の処分場予定地が浸水想定区域に指定されてないこと」を根拠

に、回避区域条件を避けていると主張し、洪水災害の危険性を全く無視し、洪水

災害対策については、予備設計の段階に至っても何一つ講じてはいない。 

 

 令和 3 年の水防改正（国水政 20 号、令和 3 年 7 月 15 日）（参考資料６）で

は、近年の気候変動の影響により全国各地で水災害が激甚化・頻発化し、今後も

降水量がさらに増大すること等が懸念されていることに鑑みて、一級河川や二

級河川の支川のうち、それらの河川指定がなされていない河川であっても、洪水

浸水想定区域の指定対象に追加して、水害リスク情報の解消を目指すべきであ

るとされた。 

 この令和 3 年の水防法改正により、「鮎川流域、桜川流域についても、洪水浸
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水想定区域図の作成が義務付けられた」にも拘らず、県は意図的に令和 7 年度

まで作成を遅延させる計画でいる。唐津沢を処分場予定地に選定した以上、県は

真っ先に洪水浸水想定区域図を作成すべきだが、相変わらずに無視続けている。 

 

B：処分場予定地が「洪水浸水想定区域」の実質を有することの確証 

令和 3 年の水防改正のことを私どもが知ったのは 1 年も後であったが、2022

年 8 月 5 日に、県知事宛に「鮎川、桜川流域の洪水浸水想定区域の早期作成に

関する要請書」（参考資料７）提出した。回答は、「鮎川及び桜川については令和

7 年度に作成予定、唐津沢流域の洪水浸水想定区域図は、県管理区間外のため、

作成しない」旨の内容であった。 

  

そこで私どもは、「唐津沢流域の洪水浸水想定区域が実際にはどのようなもの

か」を明確にする必要があると考え、洪水浸水想定区域図の作成を試みた。そし

て 2023 年 2 月 3 日に、県知事宛に「唐津沢流域の洪水浸水想定区域図の試作報

告および県への追認要請」（参考資料８）を提出した。 

  

図 4 には、唐津沢流域における豪雨時の雨水流の経路説明図を示す。窪地の

湛水部（湖）に流入する雨水流の全体的な経路がよく判る。上流域 A からの雨

水は、狭い谷間（S 地点）に集中し、処分場予定地に激流となり、窪地の湛水部

に流入するような地形・形状であることが判る。 

  

図５には、水防法規定値の 1 時間に最大降雨量が 153ｍｍで、24 時間では 690

ｍｍの豪雨時における洪水浸水想定区域の試作図を示す。1 日 24 時間の豪雨時

に、唐津沢上流域から洪水の流路（Q1、Q2）と平常時の湛水面上に形成される

洪水浸水想定区域の合計面積（図面上の朱線で囲まれた範囲）が約 6ha となる。

湛水面上に形成される洪水浸水想定区域は約５ha で、平常時の湛水面表面積約

2.4ha の約 2 倍となり、その深さは 15.4m にもなる。そして湛水部には、一時的

に約 57 万㎥の雨水が貯留されることになる。 

処分場敷地は 36.83ha だから、洪水浸水区域 6ha となれば、敷地面積の 16.3％

を占めることになり、「処分場予定地は、紛れもなく洪水浸水想定区域の実質を

有する」と言える。さらに、洪水の危険性が極めて高い地域であり、立地上の回

避区域に該当すると言える。 
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唐津沢の窪地が非常に広く深いため、貯留可能な雨水量は、1 日 24 時間の豪

雨時における雨水流入量 57万 2,600㎥にもなることが確認された。したがって、

豪雨時でも唐津沢からの洪水放出流量はないものと考えてよい。すなわち、「現

状の唐津沢は、期せずして洪水に対する防災ダムの機能を巧妙に果たしている。」

と言える。豪雨時にダムが満杯になっても、その後地下水の流動条件に従い、長

期間を掛けて、元の湛水面（地下水面）に戻すことになる。 

 

C：今こそ[洪水浸水想定区域]で、[立地回避区域]であると確認すべき時 

以上のように、本件処分場予定地は、「紛れもなく洪水浸水想定区域の実質を

有し」、洪水の危険性が極めて高い地域であり、「明らかに立地上の回避区域に該

当している」と言える。 

処分場予定地を選定した当時（令和 2 年 3 月～4 月）は、二級河川である鮎川

水系の「洪水浸水想定区域図」は作成されていないが、産廃処分場の指定に先立

って、県は個別にそこが「洪水浸水想定区域」に該当するかどうかを確認すべき

であった。 

そして、日立市長からの受け入れ許諾回答（令和 3 年 8 月 5 日付け）を受け

て県が最終的に確定したのは令和 3 年 8 月である。その前に、水防法改正に伴

う国水政第 20 号（令和３年７月 15 日）により、鮎川水系、桜川水系の「洪水

浸水想定区域図」作成が義務付けられたにも拘わらず、その作成予定は意図的に

令和 7 年度まで遅らせている。処分場予定地が「洪水浸水想定区域」に該当する

かどうかの確認については、『唐津沢は「洪水浸水想定区域」の要件を満たして

いない』旨の意味不明の理由を付けて、県は調査・検討を拒否している。 

 

本年 3 月には、搬入道路を含めて基本計画・基本設計が完了したとのことだ

が、洪水災害対策が全く講じられていないようである。最も明白なことは、予定

地が「洪水浸水想定区域」であり、処分場建設に不適格な場所である上に、鮎川

に河川隧道が在り、そこへの許容放流量が極めて小さいため、巨大容量の防災調

整池を排水路の途中に設置することが必要である。しかし県は、西側流域に対応

する巨大容量の防災調整池を設置せず、県の技術基準に違反している。 

 

このように県の建設計画が進み、唐津沢の地形・形状から洪水防災対策が現実

的に不可能であり、如何に不的確な場所かよく調査せず今に至っている。 
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図４ 唐津沢流域のおける雨水流の経路説明図 
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図５ 豪雨時における唐津沢流域の洪水浸水想定区域の試作図 
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４．カスリーン台風時における洪水災害の履歴 

関東地方に未曽有の水災害をもたらしたカスリーン台風時（昭和２２年９月）

には、図 6 に示すように、日立セメント太平田鉱山敷地内において甚大な洪水

災害が発生した。本件候補地と県道 37 号が接する地点近くのサイロ周辺の洪

水被害状況を北西側の本鉱体の高所から撮影したものと推量される記録写真を

図 7 に示す。“歴然たる水害の跡”との添え書きの通り、まさしく「キャサリン

台風の甚大な被害跡」を示す貴重な証拠品である。 

 なお、「日立セメント 50 年のあゆみ」には、「クラッシャーが土砂に埋没し、 

索道の起動所は破壊された。事務所、鉄工場、コンプレッサーなどは浸水して

機能は麻痺、工場からの救援隊も途中県道の橋梁流失や決壊で、やむなく山越

えし迂回するなど復興には困難を要した。」と記されており、「歴然たる水害の

跡」を示す写真も掲載し、「大平田鉱山では会社設備のほか、飯場・社宅等でも

多大な被害を受けた。」との添え書きがある。 

 図 6 のカスリーン台風時の唐津沢・鮎川合流部の発生状況の想定図から判る 

ように、本件候補地と県道３７号が接する地点から北東方向に約 100ｍの地点

にて、鮎川本流の流路は隧道（トンネル）になっている（下写真）。河川隧道 

 

 
写真：鮎川本流の河川隧道（トンネル）の下流側出口 
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図６ カスリーン台風時の唐津沢・鮎川合流部の洪水発生状況の 

     想定図および洪水災害記録写真のカメラの推定位置 
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図７ カスリーン台風時の大平田鉱山浸水エリアと被害状況 
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部の流下能力は、18.437 ㎥/ｓであり、そこより上流域の流域面積は 625.7ha と 

広大である。このように当該地の流下能力に対して、そこに流入する降水域の 

面積が大きい、即ち比流量が 0.029 ㎥/ｓ/ ha と極めて小さいため、降雨強度が

小さくとも洪水が発生し、当該地周辺は洪水災害の危険区域となる。 

したがって、本件候補地と県道 37 号が接する地点近傍では、そこでの流下 

能力に対して洪水を引き起こす限界の降雨強度は、15.2ｍｍ/hr となり、極めて

小さく、洪水が起こり易い危険区域と言える。 

 

カスリーン台風時の日立地方の最大降雨強度は、約 80ｍｍ/hr と推算されて

いるので（参考資料９）、最大降雨強度を 80ｍｍ/hr と仮定し、流出係数を 0.7

として、合理式に基づき算定すると、鮎川上流域（625.7ha）から当該部に流入

する雨水の流量は、97.3 ㎥/ｓとなる。よって、カスリーン台風時の想定最大流

量は、流下能力の 5.3 倍にもなり、本件候補地と県道 37 号が接する地点近傍で

は、紛れもなく激甚な洪水状態にあったと推量される。 

その後県は、「本件候補地と県道 37 号が接する地点からみて鮎川の上流側か

ら下流側までにかけて、護岸工を整備し、治水上、土砂災害の防止を図っている」

とのことで、砂防設備等との位置関係図（図 6）にもその旨が明示されているが、

洪水災害の激しかったところの護岸工事を実施したからといっても、洪水の元

凶である流路の隧道（トンネル）区間の流下能力の課題の解決がなければ、当該

部付近の洪水災害の危険性の回避には繋がらない。 

以上のように、当該部付近の隧道区間の流下能力が小さく、比流量が 0.029 ㎥

/ｓ/ ha と極めて小さいため、本件候補地と県道 37 号が接する地点からみて鮎

川の上流側から下流側までにかけて広範囲に渡り、潜在的に洪水災害の起こり

易い危険区域である。 

現在では、唐津沢展望図（図１）に示すように、唐津沢は採掘により窪地に 

なっており、そこに湖（湛水）が形成されている。唐津沢流域の洪水浸水想定区

域図の試作により、窪地が非常に広く深いため、貯留可能な雨水量は、57万 2,600

㎥にもなることが確認されているので、「現状の唐津沢は、期せずして洪水に対

する防災ダムの機能を巧妙に果たしている。」と言える（参考資料８）。 

したがって、広大な唐津沢の窪地（既存の防災調整池）を埋め立てし、産廃処

分場を建設して洪水災害の危険性を更に増大させるような行為は、流域治水の

観点からも直ちに中止すべきである。 



19 

５．洪水災害対策の計画の現況 

 唐津沢流域の処分場配置図を図８に示す。唐津沢流域には、処分場敷地流域

（開発対象地域）と西側流域（非開発地域）が存在するが、技術基準に則り、防

災調整池容量の算定対象の流域面積は、唐津沢流域全面積 118.30ha とせねばな

らない（参考資料２）。本計画では、流域を確実に区分するような隔壁を設ける

ことなく、敷地流域 36.83ha と西側流域 81.47ha の二つの流域に分けられてい

る。 

 

（１）処分場敷地流域の状況 

 対象流域面積 36.83ha、鮎川への許容放流量 1.0681 ㎥/ｓ、および降雨量（1/30

年確率）（256mm/日、74.5/時）に基づき算定された容量 2 万 9,747 ㎥の防災調

整池が設けられている。しかしながら、水防法規定の降雨量（690ｍｍ/日、153

ｍｍ/時）に基づき算定すると、本敷地流域に対する必要な防災調整池の容量は

12 万 9,200 ㎥となる。現在の 1/30 年確率の降雨量に基づく防災調整池容量は、

水防法規定の降雨量の場合に比べると、僅かに 23.0％であり、県が計画する本

件処分場の防災調整池の能力は極めて低いと言える。 

 洪水災害の危険性を避けるためには、防災調整池容量の算定には水防法規定

の降雨量を適用することが必要である。 

 

 一方県は、本件処分場の浸出水処理施設の処理能力を 400 ㎥/日、調整槽容量

3 万 300 ㎥としている。この調整槽容量は、エコフロンティアかさま（1 万 800

㎥）の約 3 倍であり、逆に同じ規模のエコフロンティアかさまの防災状況が大

いに心配である。 

また、降水量 400ｍｍ/日を想定した浸出水量と処理日数を算定した結果、浸

出水量は 2 万 4,095 ㎥であり、発生した浸出水を 61 日（24,095/400）掛けて滞

りなく処理することが可能であることが確認されたとのことである。廃棄物槽

の降水域面積は 9.8ha だから、この時の降雨量は 3 万 9,200 ㎥であり、約 60％

が浸出水として調整槽に貯蓄され 61 日掛けて処理されるが、約 40％の雨水は

廃棄物槽に留め置き、長時間掛けて蒸発させる（？）と言うことになる。 

もし、2～3 日で 1,000ｍｍの降雨があると、降雨量は 9 万 8,000 ㎥であり、

調整槽が空なれば、3 万 300 ㎥の浸出水は調整槽に収容され、76 日（61x30，

300/24,095）の長期間を掛けて処理される。その間、6 万 7,700 ㎥の多量の雨水 
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図８ 唐津沢流域の処分場配置図（乙第 60 号証より引用） 
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が廃棄物層中に貯留されることになり、浸水された廃棄物層の流動化や地滑り

の危険性が増大することになる。 

 

元来、浸出水は自然流下で調整槽に導入すべきであり、廃棄物槽内に貯留する

べきものではない。降水量 400ｍｍ/日を想定した防災策では、余りにも無謀な

ので、責めて水防法規定の降雨量（690ｍｍ/日）に基づき、浸出水処理施設を設

計し直すべきである。後に図 20 で示すこれまでの降雨記録によると、日降水量

の 1 位は（922.5mm/日）であり、水防法規定の降雨量（690mm/日）は 13 位で

ある。したがって、水防法規定の降雨量は、容易に起こり得る現実的な基準値で

あり、妥当なものであると言える。 

 

（２）処分場西側流域の状況 

 図８の唐津沢流域の処分場配置図に示すように、朱線で囲まれた唐津沢流域

は、緑色線で示される廃棄物搬入道路により区分され、東側の唐津沢出口付近

36.83ha が処分場敷地になっている。その西側に 81.47 ha にも及ぶ広大な降水

域（集水域）を抱えている。したがって豪雨時には、これらの上流域に降った雨

水は、唐津沢の河道に集まり、矢印で示すように下流の処分場敷地に激流となっ

て流入し、産廃廃棄物を押し流すことになる。 

 このような豪雨時に唐津沢上流域から処分場敷地に流入する洪水に対する防

災対策の必要性については、私どもは機会ある毎に数多く主張してきた。しかし

県は、「唐津沢流域が洪水災害想定区域に指定されていないこと」を唯一の根拠

として、洪水災害の危険性無視し、何一つ防災対策を講じていない。 

 

A：上流域からの洪水の特性と防災対策 

図 4 の「唐津沢流域における豪雨時の雨水流の経路説明図」にも示したよう

に、上流域 A からの雨水は、狭い谷間（S 地点）に集中し、処分場予定地に激流

となり流入する。 

 図９には、唐津沢上流部の降水域詳細を示す。約 64ha の降水域 A では、雨水

が狭い谷間の流出口（流域下流端）付近に集中し、処分場敷地に向かって流出す

る特有な地形であることがよく判る。 

 また、図 10 には、唐津沢上流部降水域の流路断面形状を示す。水防法規定の

豪雨時に流出する流量は 18.9 ㎥/s であり、谷間の断面の半径を 30m、谷間の川
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底の勾配を 0.063、流路の祖度係数を 0.030と仮定し、マニングの式を適用して、

おおよその流れの状況を推定した。その結果、降水域 A の狭い谷間の流出口付

近において、平均速度 4.3 ㎥/s、流路断面積 4.4 ㎡（流路幅 12m、流路最大深さ

0.6m）となったが、このような洪水が窪地の処分場敷地に流入すると廃棄物お

よび施設に甚大な被害を及ぼすことになる。 

  

図 11 の「唐津沢上流部降水域の航空写真」に見られるように、降水域 A から

の流れ Qa の流路は、搬入道路のトンネル出入口の約 150ｍ上流部で山間部を出

て急拡大すると共に、窪地の廃棄物槽に向かって流下する。 

 そこで、白丸印で示す狭い谷間の流出口付近に流量 Qa と等価の湧き出しを置

いて、粒子法による重力の場における洪水の動画解析を試みた。 

 その結果を図 12 の「豪雨時洪水の展望図」に示す。唐津沢上流域から流出す

る洪水が廃棄物槽を通り抜ける様子がよく判る。槽内に廃棄物があれば、それば

かりではなく、廃棄物槽の構造体もろとも押し流してしまうことになる。 

 また、図 13 の「唐津沢上流部からの雨水流出による洪水の拡大図」によれば、

降水域 A の谷間出口の扇状地から洪水が廃棄物槽に流れ込む様子がよく判る。 

 

上流域からの集中した激流の流路が拡大してからの流れを防護隔壁や側溝で

無事に防災調整池まで誘導することは現実的に不可能である。 

しかしながら、県は「唐津沢流域は洪水浸水想定区域の指定がないことを唯一

の根拠にして、洪水災害の危険性は皆無と決めつけて、洪水災害対策は何一つ考

えることもなく、計画することないまま」、基本計画を完了させてしまった。 

 

なお、図 14 には、廃棄物埋立完了後であっても、上流域からの大規模な洪水

は、廃棄物の山を押し流すことを示す。上の図は、廃棄物埋立完了後の山積みの

廃棄物槽であり、下の図は、空の廃棄物槽に流入する洪水の様相を示す。これら

の図を比較検討すると、山積みの廃棄物槽は洪水に押し流されてしまうことが

予想できる。 

また、急勾配の斜面を流下する洪水の激流を防護隔壁により受け止め、その流

れを別途に設ける誘導路により防災調整まで誘導し、流域を上下に区分するこ

とが如何に困難か容易に想像できる。 
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図９ 唐津沢上流部の降水域詳細 
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図 10 唐津沢上流部降水域の流路断面形状 
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図 11 唐津沢の上流部降水域の航空写真 

    （白丸印は、上流域の下流端（流出口）位置を示す） 
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図 12 豪雨時洪水の展望図（動画解析結果の一場面） 
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図 13 唐津沢上流部からの雨水流出による洪水の拡大図 
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図 14 廃棄物埋立完了後であっても、洪水は廃棄物の山を押し流すことを示す 

   （上の図：埋立後の処分場展望図 下の図：豪雨時洪水の様相） 
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B：防災調整池の技術基準違反の件 

 これまでの県の計画では、西側流域（敷地外）は、新設道路排水溝により鮎川

へ放流するとのことである。しかしながら、防災調整池の技術基準（参考資料１）

によると、西側流域から鮎川への雨水放流には、流路の途中に巨大容量の防災調

整池を設けねばならないため、県は自らが定めた技術基準に違反している。 

県は西側流域を「敷地外」と名目を変えて、「如何にも対象外であり、防災調

整池を通さず鮎川へ放流できるかのような偽装工作」をして、技術基準に違反し

たまま基本設計を完了させたが、そこを見逃がしてはならない。 

 確かに茨城県の調整池技術基準では、算定対象面積については明確な説明は

ないので、そこに付け入る隙はあるが、このような理不尽な偽装工作を許すべき

ではない。 

  

 京都府の技術基準（参考資料２）によると、図 15 に示すように、防災調整池

の容量算定に使用すべき流域面積 A（ha）は、開発地の面積と非開発地の面積の

合計とし、それに許容放流比流量 qa(㎥/s/ha)を乗じて、流域全体 A に対する許

容放流量 Q（＝Aｘqa）（㎥/s）を求める。ただし、「直接放流区域」A‘がある場

合、許容放流量から直接放流区域の流出量 Q‘（㎥/s）を差し引くものとする。

なお、直接放流区域の流出量は、合理式により求めるものとするとされている。 

 本件の場合、西側流域 81.47ha が「直接放流区域」A‘に相当するが、水防法の

規定値により最大降雨強度を 153ｍｍ/hr とし、流出係数を 0.7 と仮定すると、

Q’は 24.2 ㎥/s となる。一方、流域全体 A（118.30ha）に対する許容放流量Q は、

2.43 ㎥/s（＝118.30ｘ0.029）である。 

したがって、Q－Q‘＝－21.8 ㎥/s となり、直接放流することは許容されない。

つまり、『西側流域の面積に対応した約 28 万㎥の巨大容量の防災調整池を排水

路の途中に設備せねばならないが、県は無視して調整池技術基準に違反してい

る。』なお、防災調整池容量の算定方法については、後に詳しく述べる。 

 唐津沢処分場（36.83ha）は、上流域にその 2.2 倍もの降水域（西側流域）を

抱える上に、鮎川には河川隧道が在り、許容放流量が厳しく限定されるため、必

要とされる防災調整池の容量は巨大なものになる。 

 そのためか、防災調整池容量の算定には、理不尽な偽装工作や不用意な不正が

発生しているので、不慣れながらも勉強して、防災調整池の容量算定については

再度不正行為は発生しないよう注意することが必要である。 
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図 15 防災調整池の容量算定に使用すべき流域面積および許容放流量算定要領  
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（3）洪水防災計画の主な問題点 

 以上のような洪水災害対策の現況について、主な問題点を纏めると次のよう

である。 

 

① 豪雨時に唐津沢上流域から処分場に流入する激甚な洪水に対する防災対策

が必要である。激流の流路が拡大してからの流れを防護隔壁や側溝で無事に防

災調整池まで誘導することは現実的に極めて難しいことであるが、県は「唐津沢

流域は洪水浸水想定区域の指定がないことを唯一の根拠にして、洪水災害の危

険性は皆無と決めつけて、洪水災害対策は何一つ考えることもなく、計画するこ

とないまま」、基本計画を完了させてしまった。 

 上流域からの洪水災害対策については、今後とも厳しく注視して行かねばな

らない。 

 

② 県の計画では、西側流域（敷地外）は、新設道路排水溝により鮎川へ放流す

るとのことである。しかし、鮎川には隧道があり、西側流域から鮎川への直接放

流は許されず、排水路の途中に 28 万㎥の巨大容量の防災調整池を設けねばなら

ないはずである。これまでに私どもの指摘があるにも拘らず、県は自らが定めた

技術基準に違反して、防災調整池の設置義務を無視している。 

県は西側流域を「敷地外」と名目を変えて、「如何にも対象外であり、防災調

整池を通さず鮎川へ放流できるかのような偽装工作」をして、技術基準に違反し

たまま基本設計を完了させたが、そのまま、容認することはできない。 

 確かに茨城県の調整池技術基準では、算定対象面積については明確な説明は

ないので、そこに付け入る隙はあるが、このような理不尽な偽装工作を許すべき

ではない。 

  

 「西側流域に対する防災調整池の設置義務違反」は、明らかに「県の調整池の

技術基準に違反している」ので、今後とも厳しく追及し、是正させると共に、計

画を早期に取り止めさせねばならない。 
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６．防災調整池容量の算定について 

 防災調整池の適切な設置は、水災害防止策の最も基本的な施策の一つであり、

茨城県の調整池技術基準に則り計画されることになっている。防災調整池の容

量は、主として算定対象の流域面積、24 時間における降水状況、および降水域

から河川への許容放流量により定まるので、これらの要因については十分よく

理解しておくことが大切である。 

 

（１）算定対象面積 

 茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び解説（参考資料１）には、

防災調整池容量の算定対象面積として、流域面積（ha）とだけ表示されているが、

流域を区分し、「敷地外」あるいは「非開発地域」と名目を変えたところで、算

定対象の面積には変わりない。したがって、本件の場合、図８のように、敷地流

域と西側流域（敷地外）に線引きされていても、防災調整池容量の算定対象とし

ては、唐津沢流域の全面積が該当する。隔壁で的確に、敷地流域と西側流域の 2

つに区分するならば、それぞれに各面積に対応した２つの防災調整池を設置す

ればよい。 

 この度は、県は西側流域を「敷地外」と名目を変えて、「如何にも対象外であ

り、防災調整池を通さず鮎川へ放流できるかのような偽装工作」をして、技術基

準に違反したまま、基本設計を完了させたが、折を見て計画をやり直しさせねば

ならない。 

        幸いにも、図 15 に示した判り易い京都府の調整池に関する技術基準(参考資 

料２)が見つかったので、私どもはこれを基にして、「防災調整池の容量算定に使

用すべき流域面積は、開発地の面積と非開発地の面積の合計面積である」と確信

をもって主張できる。この件については、2023 年 3 月 31 日付けの公開質問状

（参考資料４）でも、詳細に説明している。 
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（２）規定降雨量の選択 

 洪水災害対策には、豪雨時の降水量を如何に設定するかが極めて重要である。

県は、算定対象面積を偽装したばかりではなく、1/30 年確率の不適切なものを

使用して、防災調整池容量を大幅に矮小化した。したがって、県の不正行為を的

確に、そして厳しく追求するためには、降水量の選択の仕組みをよく勉強して置

くことが大切である。 

 現在よく使用されている降雨量の基準は、図 16 のようなものである。平成 27

年の水防法改正により、図 17 のように 1/1000 年確率に相当する水防法規定の

降雨量が提示され、それ以後は、この規定に準ずるようになった。特に洪水や河

川の氾濫の解析には、例外なく水防法規定の降雨量が適用されていると思われ

る。だだし、既設のものは、暫定的に残存し、従来の計画規模の降雨量が許容さ

れてはいる。しかしながら、これからの存置期間が永く、重要なもの設置計画に

ついては、安全性を重んじて、水防法規定の降雨量の適用を積極的に強く主張し

て行くべきである。 

 茨城県規定の平均降雨強度式による数値表を図 18 に示す。水防法規定では、

経過時間に対する総降雨量を mm の単位で示すが、茨城県規定では、その経過

時間までの平均降雨強度をｍｍ/ hr の単位で示している。したがって、茨城県規

定の値に、経過時間を hr（時間）の単位で掛けると、その時間までの総降雨量

mm が求められ、水防法規定値と比較できる。また、茨城県規定では、降雨強度

式も年確率ごとに表記されており、防災調整池容量を支配方程式により算定で

きるのは良いが、方程式の解法が難解なところがあり、計算は容易ではない。 

  

A：防災調整池の容量算定に適用する降雨量 

図 16 からよく判るように、茨城県規定の 1/30 年確率について、水防法規定

値と比較すると、１時間降雨量 74.5ｍｍ（49％）、24 時間（1 日）降雨量 256ｍ

ｍ（37％）と、何れも半分以下で小さい。したがって、防災調整池容量は、9 万

5,550 ㎥（23％）と非常に小さくなってしまい、防災機能は微弱なものと言わざ

るを得ない。 

このような 1/30 年確率の降雨量を適用した状態では、実際に水防法規模の降

雨量が発生した場合には、洪水防災効果は期待できず、気休め程度に過ぎない。

したがって、安全性を重んじるのであれば、あくまで水防法規定値の適用を主張

し、流域全体 118.20ha に対する調整池容量は 41 万 5,000 ㎥とすべきである。 
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しかし唐津沢の場合には、河川隧道のため鮎川への許容放流量が極端に小さ

く、防災調整池容量が異常に巨大になるので、妥協してエコフロンティアかさま

の例に倣って 1/200 年確率の降雨量（1 時間 110mm、24 時間 406ｍｍ）を適用

し、調整池容量は 19 万 4,300 ㎥とするのは許容できるとの考え方もある。 

 

また、防災調整池は、100％機能する防災池ではないので、100％を満たさな

い機能のものであっても許容されるのかも知れない。降雨強度式は、年確率が

1/1.5 から 1/200 まで 15 段階のものが用意されており、計画対象の存知期間、

重要度、安全性などの諸要因に鑑みて、その計画に見合った適正な年確率の降雨

量を選定すべきと考えられる。 

茨城県規定が制定された平成 10 年の当時は、想定最大降雨量は 1/200 年確率

であっただろうが、平成 27 年には、想定最大降雨量として、水防法規定値が改

めて制定されたと考えられる。 

このような経緯を見て来ると、防災調整池容量算定には、100％の防災機能を

求めるには、水防法規定の降雨量を適用すべきであるが、防災調整池容量が異常

に巨大になるので、妥協してエコフロンティアかさまの例に倣って 1/200 年確

率の降雨量を適用し、調整池容量を算定するのは妥当かも知れない。そして、あ

る程度のリスクがあることも容認する他ないと思われる。 

この場合、算定される調整池容量は 19 万 4,300 ㎥であり、水防法規定の降雨

量を適用の調整池容量 41 万 5,000 ㎥の 47％である。したがって、防災調整池を

設置したとしても、水防法規定の降雨量があると、22 万 700 ㎥の雨水が許容放

流量を超えて余分に放流されることになる。防災調整池の洪水防災の機能とし

ては、調整池の容量割合に準じて、47％であると言える。 

 

もし、現在の基本計画の通りに、1/30 年確率の降雨量を適用すると、流域全

体 118.20ha に対する調整池容量は 9 万 5,550 ㎥であり、防災調整池の洪水防災

の機能は、僅かに 23％と言うことになる。それでは、豪雨時には約 32 万㎥の雨

水が許容放流量を超えて余分に放流されることになり、豪雨時の防災機能はほ

とんど期待できない。このようなことは、断じて許せない。 

 

 一方、県は産廃処分場の防災調整池容量算定に対して不適切な 1/30 年確率の

降雨量を強引に押し通している。しかし、フロンティアかさまのパンフレットに 



35 

 

図 16 降雨量規定（年確率）による規定降雨量と防災調整池容量の変化 
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図 17 改定水防法規定の関東地域における各時間ごとの想定最大降雨量（ｍｍ） 
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図 18 茨城県規定（水戸）の確率雨量の平均降雨強度式および代表数値表  

 時間（分）：10 分～1,440 分（24 時間）に対応する降雨強度ｍｍ/ｈｒを示す。 

 平均降雨強度ｍｍ/ｈｒに、経過時間を分ではなく、ｈｒ（時間）の単位で掛

けると、その経過時間までの降雨量 mm が求められる。 
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よれば、1/200 年確率で防災調整池容量の算定をしたとのことである。 

図 19 に示すように、最近その部分が突然に変更され隠滅されたことから、実

際に 1/200 年確率で設計されたものと推量される。ただし、図中の水位面標高

の表示には、文字が小さく読み取りにくいが、1/200 年確率が残っている。 

フロンティアかさまでは 1/200 年確率の降雨量を適用したにも拘わらず、県

は今後とも、1/30 年確率（256mm/日）の適用を強行すると予想されるので、負

けることなく、是正させねばならない。 

平成 10 年 10 月改正の技術基準の解説では、調整池を暫定施設として存置期

間を 10 年と想定して 1/10 年確率とすればよい処であるが、余裕を見て 1/30 年

確率とした旨の説明がある。確かに当時の開発行為には、1/30 年確率でよいと

されていたが、適用する対象の種類・規模、重要度、そして存置期間などにより

適切なものを選択すべきである。産廃処分場の存置期間は、半永久的なものであ

り、貯留物が有害物質・危険物なので、当然水防法規定値（1/1000 年確率）の

降水量を選択すべきである。 

フロンティアかさまの建設当時には、水防法規定値（1/1000 年確率）は無か

ったから、図 18 に示された 15 の計画規模年確率の内から最高の 1/200 年確率

の降水量を選択したのは、至極当然であったと言える。 

県はこれまで、エコフロンティアかさまと同様な産廃処分場を建設すると標

榜して来たのだから、水防法規定値とまでは行かなくとも、前例に倣ってエコフ

ロンティアかさまと同じく、1/200 年確率の降雨量を選択すべきであった。 

 

B：浸出水調整槽の容量算定に適用する降雨量 

本産廃処分場の浸出水調整槽容量は 3 万 3,000 ㎥とし、降雨量 400ｍｍ/日で

も、浸出水処理施設は機能すると言われている。降雨量 400ｍｍ/日とは、茨城

県規定（1/200 年確率）（406ｍｍ/日）とほぼ同等な規定値であるが、水防法規

定値（690ｍｍ/日）に比べるとかなり小さい。 

降雨量 400ｍｍ/日の場合、廃棄物槽の開口面積は 9.8ha だから、1 日（24 時

間）降雨量は 3 万 9,200 ㎥となり、浸出水調整槽が空だとしても、調整槽に入り

きれない 6,200 ㎥は、廃棄物槽内に長期間にわたり貯留されることになる。その

間に地震などが起こると浸水した廃棄物層の液状化・流動化などの二次的な災

害も心配される。 

元来、浸出水は、自然流下により調整槽に誘導すべきものであり、廃棄物槽内
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に留め置くことは避けねばならないので、降水量 400ｍｍ/日ではなく、水防法 

規定値（690ｍｍ/日）を採用して、調整槽容量を十分に大きくする必要がある。 

 

C：これまでの最大降雨量と水防法規定の降雨量の比較 

図 20 には、参考までに、これまでの最大降雨量の記録を示す。水防法規定

（1/1000 年確率）の場合の 1 時間降雨量 153ｍｍと 24 時間降雨量 690ｍｍは、 

これまでの降雨量記録の最大値にそれぞれ対応しており、洪水災害対策の基準

値として妥当なものである。 

日降水量の記録の 1 位は、神奈川県箱根 922.5ｍｍ（2019 年 10 月 12 日)で、

13 位は、静岡県湯ヶ島 689.5ｍｍ（2019 年 10 月 12 日）である。水防法規定値

の 690ｍｍは、13 位の記録と同じであることから、それ以上の降水履歴のある

所はかなり、多くある。 

１時間降水量の記録の 1 位は、千葉県香取 153ｍｍ（1999 年 10 月 27 日)と

長崎県長浦岳 153ｍｍ（1982 年 7 月 23 日)の 2 カ所である。 

なお、10 分降水量の 20 位は、茨城県水戸 36.3ｍｍ（1959 年 7 月 7 日）であ

る。 

 東京近辺の所に○印を付けて見たが、60 カ所中 11 カ所であり、東京近辺は全

国的に見ても、降水量が多い地域であることが判る。 

 

近年は気候変動が著しく、今後も温暖化・降雨増大の傾向は続くと思われる。

この度の台風 2 号の来襲により、線状降水帯の発生により静岡県と和歌山県で

は、降雨量（500ｍｍ/日）があり、6 月では記録的な大雨であったとのことであ

る。甚大な洪水災害が各所で発生したことも数多く報道された。 

 

水防法規定値は、決して現実離れのものではなく、むしろ身近で妥当なもので

あることが明らかである。したがって、これからの洪水災害対策には、危険性を

避けるため、少なくとも水防法規定値の降雨量を想定して計画を進める必要が

ある。 
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図 19 エコフロンティアかさまのパンフレット防災調整池の怪 
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図 20 これまでの降雨量の記録 

（10 分間あたり、1 時間あたり、および 24 時間あたりの最大降水量） 
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（３）鮎川の流下能力とそこへの許容放流量 

 防災調整池容量の算定にあたっては、鮎川への許容放流量が大きく影響する

ので、この許容放流量と鮎川の流下能力の係わりを知っておくとよい。     

 

河川の流下能力は、河川の流路断面形状や河床勾配など用いマニングの平均

流速公式で求める流速（ｍ/ｓ）に流路断面積（㎡）を乗じて、洪水を起こすこ

と無く流下する限界の流量（㎥/s）として求める。そして、当該場所の下流にあ

たる河川の流下能力が目立って小さい所をネック地点と呼ぶ。 

許容放流量の比流量（㎥/s/ha）は、ネック地点における流下能力（㎥/s）を

その地点の上流域面積（ha）で除して求める。この比流量に当該地の流域面積

（ha）を乗じたものが、その流域から河川への許容放流量（㎥/s）である。 

 

鮎川では、河川隧道がネックになり、比流量が極めて小さいため、唐津沢の流

域全体に対する防災調整池容量は、図 16 に示すように、水防法規定の降雨量の

場合は 41 万 5,000 ㎥で、1/200 年確率の場合でも 19 万 4,300 ㎥と巨大なもの

になる。しかし基本計画では、技術基準に違反して、防災調整池容量を大幅に矮

小化し、２万 9,747 ㎥としている。 

 

 鮎川の流下能力と比流量の算定書は、図 21 に示すように、住民訴訟の過程で

入手することができた。現状では、先に写真にて示した河川隧道（トンネル）が

ネックとなって、流下能力（18.437 ㎥/s）が小さく、そこで河川洪水が起こり易

く、その上流域全体に対する許容流量の比流量が 0.029 ㎥/ｓ/ha と非常に小さ

いため、唐津沢の流域面積は、118.30ha と非常に広大であるにも拘らず、唐津

沢流域から鮎川への許容放流量は、3.43 ㎥/ｓと非常に小さい。この許容放流量

を堅持するために、唐津沢流域に対して要求される防災調整池容量は、41 万

5,000 ㎥（水防法規定の降雨量の場合）にもなる（図 16）。 

鮎川の流下能力 18.437 ㎥/ｓに対応する洪水を引き起こす限界の降雨強度は

15.2ｍｍ/hr と非常に小さい。 

 

県は現在のところ、対象面積と降雨量を意図的に偽装して、防災調整池容量を

2 万 9,747 ㎥と大幅に矮小化しているので、これが明らかにされれば、洪水災害

対策の排水路計画は、根本的にやり直さざるを得ない状況にある。 
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 図 21 鮎川の河川隧道（トンネル）における流下能力と比流量の算定書 
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（４）防災調整池容量の算定方法 

 防災調整池の容量は、流域面積、降水量、そして許容放流量に強く依存して決

まるが、これを厳密に決められないので、通常、技術基準で準備された（洪水調

節容量の算定方法 その２）に則り算定される。この方法は、降雨強度 ri(mm/hr)

で、任意の継続時間 ti（min）の降雨があり、その間、最大流量を河川の流下能

力に対応する降雨強度 tc（mm/hr）とするような流量の放流モデルを用いる。 

このような流量モデルは、図 22 の中の（図－2－7）のように表示される。こ

の図の斜線部分の面積は、（ｒi－ｒc/２）・ｔi と近似することができ、調整池に

流入する雨量と放出する雨量の差、すなわち必要な防災池の容積を意味する。 

 したがって、任意の降雨時間ｔi の降雨に対する必要な調整容量 V は、次式の

ように表示されている。 

    V＝（ｒi－ｒc/２）・60・ｔi・ｆ・A・１/360  ・・・（２．３） 

 

 図 23 には、防災調整池容量の算定書を示す。対象流域面積 36.83ha、鮎川へ

の許容放流量 1.0681 ㎥/ｓ、および降雨量（1/30 年確率）（256ｍｍ/日、74.5ｍ

ｍ/時、172ｍｍ/10 分）に基づき算定された容量 2 万 9,747 ㎥の防災調整池が計

画されている。しかしながら、水防法規定の降雨量（690ｍｍ/日、153ｍｍ/時）

に基づき算定すると、本敷地流域に対する必要な防災調整池の容量は12万9,200

㎥となる。現在の 1/30 年確率の降雨量に基づく防災調整池容量は、水防法規定

の降雨量の場合に比べると、僅かに 23.0％であり、県が計画する本件処分場の

防災調整池の能力は極めて低く、洪水災害の危険性は非常に高い。 

 前に述べたが、洪水災害の危険性を避けるためには、防災調整池容量の算定に

は水防法規定の降雨量を適用すると共に、唐津沢全体を対象流域とする必要が

ある。 

なお、〔近年の集中豪雨（平成 27 年 9 月関東・東北豪雨）によるシミュレー

ション〕をした結果、奥日光（鬼怒川上流部）（2015 年 9 月 9 日）おける降雨時

（390.0ｍｍ/日、45.0ｍｍ/時、11.0ｍｍ/10 分）には、最大貯留量は 2 万 9,634

㎥（上記算定値は 2 万 9,747 ㎥）であると確認したとのことである。 

取り上げられた降雨状況（390.0ｍｍ/日、45.0ｍｍ/時、11.0ｍｍ/10 分）は、

図 20 に示した「これまでの降雨量の記録」とは、程遠いものである。安全性を

確認すると言うのならば、水防法規定の降雨量（690ｍｍ/日、153ｍｍ/時）に基

づきシミュレーションすべきである。 
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A：茨城県規定の降雨量の場合（降雨強度式による場合） 

防災調整池の容量は、あくまで水防法規定値により算定すべきであるが、これ

までのエコフロンティアかさまの実績に倣って、妥協せざるを得ない状態も予

想される。そこで参考までに、唐津沢産廃処分場の防災調整池容量の算定対象面

積 A を 118.30ha とし、計画規模 1/200 年確率の降水量に対応した調整池容量

V を試算する。 

 

   V＝（ｒi－ｒc/２）・60・ｔi・ｆ・A・１/360       ・・・・（１） 

 ここで、 

   V：必要調整池容量（㎥） 

   ｆ：開発後の流出係数 0.708 

   Ａ：流域面積 118.30（ha） 

   ｒc：調整池下流の流下能力の値に対応する降雨強度 14.8（mm/hr） 

   ｒi ：1/200 確率降雨強度曲線上の任意の継続時間ｔi に対応する平均降

雨強度 20.33（mm/hr） 

   ｔi：任意の継続時間 1077（min）   

 経過時間 t に対応する平均降雨強度 r は、次の水戸地方の降雨強度式（1/200

年確率）による。 

    r＝2240/（t の 2/3 乗 + 5.09）  （mm/hr）   ・・・・（２） 

 

これらの式に、対応する数値を代入すると、V は、19 万 4,300 ㎥となる。 

 

ただし、ｔi は、V の値を最大（ｄV/dt＝０）とする時間ｔとして求める。 

 式（１）に、式（2）の r を代入し、（ｄV/dt＝０）の方程式を解き、ｔi を求

めるのは大変である。この詳しい方法については、ここでは省略するが、折を見

て別途に説明したい。 

 

 

⁂ｔi は、降雨強度が流下能力に対応する降雨強度以下になる時間として求めれ

ばよい。降雨条件を式（２）によるのではなく、ハイエトグラフ（降雨強度

の経過時間による変化図）によるならば、降雨強度がｒc に等しくなる処を 

  ｔi とすればよい。総降雨量を図から読み取れば、ｒi は求められる。 
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図 22 調整池容量の算定モデルと算定式の説明（技術基準より抜粋） 
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図 23 防災調整池容量の算定書（流域面積 36.83ha、降雨量 1/30 年確率） 
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B：水防法規定の降雨量の場合（ハイエトグラフによる場合） 

技術基準の（洪水調節容量の算定方法 その２）で用意された式（１）を準用

して算定する。 

水防法規定では、式（2）のように平均降雨強度が数式で表示されておらず、

代表的な降雨継続時間に対するそれまでの降雨量を mm の単位にて表示されて

いる。図 23 に示すように、水防法の降雨量表示に矛盾しない「降雨強度の経過

時間の変化」（ハイエトグラフ）を作成し、それに基づき、任意の継続時間ｔi と

それまでの平均降雨強度ｒi を求める。これらのｒi とｔi を用いて、式（１）に

より、必要な防災調整池容量 V を算定する。 

 

上流域面積 625.7ha、流下能力 18.437 ㎥/ｓであり、許容放流量の比流量は、

0.029 ㎥/ｓ/ha となる。そして、流下能力に対応する洪水を引き起こす限界の降

雨強度 rc は、14.75ｍｍ/ hr とかなり小さな値となる。唐津沢流域から鮎川への

許容放流量は、3.43 ㎥/ｓとなり、最大降雨強度 153mm/hr の最大流出量 24.5

㎥/ｓに比べて極めて小さい。 

この場合には、図 23 により、降雨強度が弱まり、限界の降雨強度 rc 14.75 

ｍｍ/ｈｒと等しい値となるのは、12 時間後であり、これが任意の降雨継続時間

ｔi に該当する。そして降雨継続時間 12 時間の水防法規定値 584ｍｍに対応す

る平均降雨強度 ri は、48.7ｍｍ/ hr（584ｍｍ/12hr）である。 

 

そこで、式（１）を準用して、必要な防災調整池容量：V を試算してみると、

41 万 5,000 ㎥になる。だだし、ｆ：流出係数 0.708、Ａ：流域面積 118.30ha、

rc：調整池下流の流下能力に対応する降雨強度 14.75ｍｍ/ hr、 ri：降雨継続時

間 12 時間の水防法規定値 584ｍｍに対応する平均降雨強度 48.7ｍｍ/ hr、ti：任

意の継続時間 720min (12 時間)とする。 

算定式は V＝（ri－rc/2）・60・ti・f・A/360（＝415,300 ㎥）である。 

 

  

 敷地流域 36.83ha と西側流域 81.47ha に対して、それぞれに防災調整池を別

個に計画する際には、それぞれ面積案分して12万9,200㎥（415,000・36.83/118.3）

と 28 万 5,800 ㎥とすればよい。 
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図 24 降雨継続時間 24 時間における降雨強度の変化（ハイエトグラフ） 

の一例（水防法規定値） 
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（5）防災調整池の構造と機能 

 図 25 には、防災調整池の構造と機能の説明図を示す。防災調整池は、埋立地

周辺で降った雨水の流出量を抑制し、鮎川への放流量を調整するために設けら

れる。防災調整池は、建設計画地の最下流部で、鮎川へ放流しやすい位置に設置

し、開発に伴う雨水流出量を安全に流下させて防災設備としての機能を果たす

とのことである。 

 県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準が制定された平成 10 年の当時は、 

開発行為の存置期間 10 年とし、余裕を見て 1/30 年確率（256ｍｍ/日、74.5ｍ

ｍ/時）の降雨量に基づき、調整池容量を算定すれば良いとされた。しかし想定

最大規模降雨時には、1/30 年確率の降雨量で算定した調整池容量が不足し、堤

体本体に越流が発生する。そこで調整池の堤体の安全確保上、1/200 年確率（406

ｍｍ/日、110ｍｍ/時）の洪水量の 1.2 倍以上の流量に対して安全に処理するこ

とができる（洪水吐き）を設置するよう規定された。（洪水吐き）とは、防災調 

整池からの越水を予め設けた水路により誘導し河川に放流する仕組みである。 

 

 

   図 25 防災調整池の構造と機能の説明図（乙 54 の 1 の 123 頁） 
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 宅地開発では、1/30 年確率（256ｍｍ/日、74.5ｍｍ/時）の降雨量に対応した

容量の調整池を設置するが、最大降水量で洪水が発生し越水しても、（洪水吐き）

を設置しているので、調整池の堤体は破損しないから問題ないと言うことらし

い。つまり、想定最大規模降水量【現在では、水防法規定値（690ｍｍ/日、153

ｍｍ/時）】で洪水が発生した場合、調整池の堤体本体が無事ならば、越水して許

容放流量を超える雨水が河川に放流されるのは構わないと言うことである。 

 

 防災調整池の容量（すなわち最大規模降雨時の越水量）は、降雨量規模により

大幅に変化するので、降雨量規定の種類による防災調整池容量の変化を図 16 に

より調べてみと、 

唐津沢流域全体 118.3ha に対応する防災調整池容量は、水防法規定（690ｍｍ

/日）の場合：41 万 5,000 ㎥、 1/200 年確率（406ｍｍ/日）の場合：19 万 4,300

㎥、そして 1/30 年確率（256ｍｍ/日）の場合 9 万 5,550 ㎥である。 

 1/30 年確率の場合の調整池容量 9 万 5,550 ㎥は、水防法規定の場合の容量 41

万 5,000 ㎥の僅か 23％である。したがって、このような防災調整池を設置して

も、水防法規定の降雨量の洪水が発生すると、許容放流量以外の 31 万 9,450 ㎥

もの雨水が越水して鮎川へ放流されることになる。 

 なお、現在の基本計画では、算定対象の流域面積を敷地流域 36.83ha と偽装

し、1/30 年確率の降雨量を基に矮小化して、調整池容量を 2 万 9,747 ㎥として

いる。そのため、そのまま計画が進むと、更に多量の 38 万 5,253 ㎥の雨水が防

災調整池から越水して鮎川へ放流されることになる。 

 

 産廃処分場の存置期間は半永久的なものであり、廃棄物自体が有害物質であ

り、生命や環境に密接に係るものだから、想定最大降雨量には水防法規定値を適

用すべきである。既に水防法規定値（1/1000 年確率）が誕生しているのだから、

仮にも存置期間 10 年の宅地開発に適用した 1/30 年確率を何の反省もなく採用

するのは誤りである。産廃処分場建設と宅地開発は異次元のものである。 

 防災調整池容量の算定には、設置する施設の存置期間や重要度に鑑みて、適切

な適用降雨量を選択するべきである。 

調整池容量が不足し堤体本体に越流が発生する際の堤体の安全確保上、1/200

年確率の洪水量の 1.2 倍以上の流量に対して処理できる（洪水吐き）を設置する

との規定がある。施設の洪水安全確認に、1/200 年確率時の洪水量を用いている。 
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７．今後とも実施すべき洪水災害対策 

本年 3 月には、図 26 の新産業廃棄物最終処分場の施設（基本設計案）（参考

資料 11）が開示されたが、現状の基本計画・基本設計では、防災調整池容量の

矮小化および上流域から流出する激流への対応策欠落の問題があるため、計画

の再検討を要する。唐津沢流域は、産廃処分場には極めて不適格な所なので、現

状の敷地面積および地形・形状のままでは、計画変更は不可能であるため、根本

的な条件の再検討・見直しを県に求めたい。 

 

（１）今こそ、唐津沢処分場予定地が[洪水浸水想定区域]の実質を有し、

[立地回避区域]に該当することを確認すべき時 

 私どもが準備した洪水浸水想定区域の試作図のよると、唐津沢上流域から洪

水の流路と平常時の湛水面上に形成される洪水浸水想定区域の合計面積が約

6ha となり、「処分場予定地は、紛れもなく洪水浸水想定区域の実質を有する」

との確証がえられた。よって、処分場予定地は、洪水の危険性が極めて高い地域

であり、立地上の回避区域に該当していると言える。 

確かに処分場予定地を選定した当時は、二級河川である鮎川水系の「洪水浸水

想定区域図」は作成されてなかったが、産廃処分場の指定に先立って、県は個別

に、そこが「洪水浸水想定区域」に該当するかどうかを確認すべきであった。 

そして、日立市長からの許諾回答（令和 3 年 8 月５日付け）を受けて県が最

終的に確定したのは令和 3 年 8 月である。その前に、水防法改正に伴う国水政

第 20 号（令和３年７月 15 日）により、鮎川水系、桜川水系の「洪水浸水想定

区域図」作成が義務付けられたにも拘わらず、その作成予定は意図的に令和 7 年

度まで遅らせている。処分場予定地が「洪水浸水想定区域」にあたるかどうかの

確認については、『唐津沢は「洪水浸水想定区域」の要件を満たしていない』旨

の意味不明の理由を付けて、県は調査・検討を拒否している。 

 

本年 3 月には、搬入道路を含めて基本計画・基本設計が完了したとのことだ

が、洪水災害対策が全く講じられていないようである。最も明白なことは、予定

地が「洪水浸水想定区域」であり、処分場建設に不適格な場所である上に、鮎川

に河川隧道が在り、そこへの許容放流量が極めて小さいため、巨大容量の防災調

整池を排水路の途中に設置することが必要である。しかし県は、西側流域に対応

する巨大容量の防災調整池を設置せず、県の技術基準に違反している。 
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このように建設計画が進み、洪水防災対策が現実的に不可能であり、如何に不

的確な場所かよく判った。今こそ、「洪水浸水想定区域」と確認すべき時である。 

 

（２）上流域から流出する激流に対する防災対策 

前項５．（２）A：「上流域からの洪水の特性と防災対策」で述べたように、唐

津沢上流域から流出される激甚な洪水に対する防災対策が何一つ計画されてい

ないことが危惧される。 

図 12 に、上流域からの搬入道路のトンネル出入口付近に流入する洪水の動画

解析結果の一場面を示し、図 13 には、上流域からの雨水流出による洪水の拡大

図を示した。 

唐津沢上流域から流出する洪水が廃棄物槽を通り抜け、槽内に廃棄物があれ

ば、そればかりではなく、廃棄物槽の構造体もろとも押し流してしまうことにな

る。上流域からの集中した激流の流路が拡大してからの流れを防護隔壁や側溝

で無事に防災調整池まで誘導することは現実的に不可能である。 

 

しかしながら、県は「唐津沢流域は洪水浸水想定区域の指定がないことを唯一

の根拠にして、洪水災害の危険性は皆無と決めつけて、洪水災害対策は何一つ考

えることもなく、計画することもないまま」、基本計画を完了させてしまった。 

 

いずれにしても、豪雨時に唐津沢上流域 62 ha から処分場の搬入道路のトン

ネル出入口付近に流入する激甚な洪水に対する防災対策が必要であり、そのた

めに県がどのような方策をとるものか見極める必要がある。 

 激甚な洪水に対する防災対策が計画されたら、数値解析や模型実験など適切な

方法により計画の防災施設の安全性を確認するよう要求することになる。 

 私どもは既に、洪水の流動解析を試み、下の図のような豪雨時洪水の様子を調

べ、防災対策なしでは、処分場に激甚な災害が予想されることを確認している。

上流域からの豪雨時洪水は、赤丸印で示す谷間の流出口位置に集中するため、そ

こを流入口として見合った流量条件で、地形・形状の下、重力の場における流動

解析を実施すれば、災害予測に役立つ知識が得られるはずである。 

 洪水に対する防災策は、先ず敷地流域と西側流域に区分するのに十分な隔壁

を設けて、洪水が敷地流域に侵入するのを防止すると共に、西側流域からの雨水

を道路側溝および別途の防災調整池までの誘導路により排出することである。 
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A：敷地流域と西側流域に区分するのに十分な隔壁の設置  

 基本計画では、何ひとつ説明することなく、図８の流域図により、敷地流域と

西側流域に区分したとしている。誠に杜撰で、無責任な措置である。 

 広大な上流域からの激流は、急斜面を流下するので、その速度は相当なものに

なり、唐津沢の流域を上下に区分するための隔壁は、十分高く、強固なものにな

るはずである。 

 先ずは、敷地流域と西側流域に区分するのに十分な隔壁の設置を計画し、その

条件の下に、数値解析あるいはモデル実験により、隔壁の機能が十分に果たせる

かどうか確認するよう県に要請したい。 

 

B：西側流域からの排水に必要な防災調整池とそこまでの誘導路の設置 

 現在の道路側溝には、西側流域の B 区域 19.83ha からの雨水は流入するが、 

上流域の A 区域 62.09ha からの雨水（18.5 ㎥/ｓ）は、激流となって、廃棄物槽

に向かって流下する。この流れを隔壁で受け止め、その流れを別途に設置する防

災調整池までの誘導路を設けることは至難の業である。 

 実際上、不可能かも知れないが、県の方策を見届けたい。 

 

 
 

流動解析結果による上流域からの豪雨時洪水の様子 

［上流域からの豪雨時洪水の流出口位置を赤丸印で示す］ 
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図 26 新産業廃棄物最終処分場の施設（基本設計案）（2023 年 3 月 1 日現在） 
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（３）防災調整池の容量拡大および追加設置 

 唐津沢流域は広大な降水域面積を有するばかりではなく、鮎川本流には、下図

のように、河川隧道が在り流下能力が極めて小さく、鮎川への許容放流量が非常

に小さいため、調整池技術基準に基づき、巨大な容量の防災調整池の設置を余儀

なくされている。 

  

唐津沢流域 118.30ha 対応する防災調整池容量は、水防法規定の降雨量の場合

には、41 万 5,000 ㎥にもなり、エコフロンティアかさまに倣って 1/200 年確率

の場合でも、19 万 4,300 ㎥となり、いずれの場合でも巨大なものである。県は、

対象流域面積と降雨量規定を偽装して、防災調整池容量を２万 9,747 ㎥と大幅

に矮小化している。これは明らかに技術基準に違反するものであり、既に県知事

宛公開質問状その他で指摘し、是正を要求しているが、そのための敷地はどこに

も無いので、現実的には是正することは不可能であると思われる。 

 

現状の基本計画では、唐津沢流域 118.30ha を処分場の敷地流域 36.83ha と西

側流域 81.47ha（敷地外流域）に分割し、敷地流域に対する防災調整池容量を 

 
 

現状で河川のネックになっている河川隧道（トンネル）の位置説明図 
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２万 9,747 ㎥と算定している。西側流域に対する防災調整池は無視して、西側流

域からの雨水については、道路側溝により直接鮎川へ放流するとのことである。

県は、明らかに自らが規定した調整池技術基準に違反している。 

 

なお、県の基本計画では、敷地流域と西側流域の区分ついては、図８の流域図

中に緑線で線引きしただけで、何の論議もない。しかし、防災調整池が分けられ

たとしても、必要な合計の容量には変わりがないので、ここでは、現状の基本計

画に従って、流域が区分され別個に防災池が設けられると仮定して進める。 

 

A：敷地流域に対する防災調整池の容量拡大 

図 16 に示した防災調整池容量の算定結果に基づき、敷地流域に対する防災調

整池容量は、現在２万 9,747 ㎥としているが、これを水防法規定の降雨量時の

12 万 9,200 ㎥に拡大訂正するべきである。なお、地形・形状により実現が難し

いことを考慮して、エコフロンティアかさまに倣い 1/200 年確率の降雨量時の

6 万 500 ㎥に拡大訂正すればよいとの考え方もある。 

  

B：西側流域に対する防災調整池の追加設置 

西側流域については、水防法規定の降雨量時の容量 28 万 5,800 ㎥とすべきで

ある。なお、エコフロンティアかさまに倣い 1/200 年確率の降雨量時の容量 13

万 3,800 ㎥の防災調整池を排水路の途中に設置すればよいとの考え方もある。 

 

C：防災調整池を一つと仮定した場合 

 上流域からの雨水の排水には、埋設管（暗渠管）が使用可能であるから、敷地

の用意があれば、防災調整池は一つになるはずである。その場合には、許容流量

の比流量が 0.029 ㎥/ｓ/ha と非常に小さいため、唐津沢の流域面積は、118.30ha

と非常に広大であるにも拘らず、唐津沢流域から鮎川への許容放流量は、3.43 ㎥

/ｓと非常に小さい。この許容放流量を堅持するために、唐津沢流域に対して要

求される防災調整池容量は、41 万 5,000 ㎥（水防法規定の降雨量の場合）にも

なる。そこを妥協して、1/200 年確率の降雨量時の容量 19 万 4,300 ㎥でもよい

とするのは、考え物である。つまり、かなりのリスクを伴う判断である。 

防災調整池の機能が半減し、水防法規定の降雨量時には、容量差の 22 万㎥の 

雨水が鮎川へ余分に放流され、下流の洪水危険区域に災害を与えることになる。 
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（４）鮎川流域区域の洪水問題の深刻化 

 産廃処分場計画が続行される場合には、私どもの冊子 p39～42（参考資料５）

で推測した結果、図 27 の調査地点⑤では、上流域面積 1,177ha、流下能力 209

㎥/ｓであるから、許容比流量は、0.178 ㎥/ｓ/ha となり（図 28）、この流下能

力に対応する洪水を引き起こす限界の降雨強度は、91.3ｍｍ/ hr である。水防法

規定の降雨強度 151ｍｍ/hr の時の想定流量は、346 ㎥/s となり、流下能力の

1.66 倍になるため、その周辺一帯は洪水災害危険区域であることを示唆してい

る（図 29）。 

 なお、調査地点⑥の諏訪梅林付近でも、降雨量 151ｍｍ/hrの時の想定流量は、

406 ㎥/s となり、流下能力の 1.67 倍になる。さらに下流には、通称西田団地が

あり、洪水災害危険区域が広がっている（図 30）。 

  

一方、1 日 24 時間に水防法規定の降雨量 6９0mm があると、唐津沢から流出す

る総雨量は 57 万 2,600 ㎥である。 

 現状では、唐津沢は防災ダムの機能を果たしているので、唐津沢から流出する

雨量は無いが、現状の基本計画により処分場が造られると、矮小化された容量 2

万 9,747 ㎥の防災調整池が設置されたとしても、防災調整の効果は期待できず

唐津沢からの流量 37 ㎥/ｓとあまり変わらない流量が加算されることになる。

先にも触れたように、大平田合流部⑤における流下能力は 209 ㎥/s だから、そ

の 17％程度の増加であり、洪水危険区域の危険性をかなり高めると言える。 

基本計画が訂正され、水防法規定の降雨時の容量 41 万 5,000 ㎥の防災調整池

が設置されるなら、許容放流量 3.43 ㎥/ｓが維持されるので、加算される流量は

1.6％程度で影響はかなり縮小される。この点でも、水防法規定値は堅持したい。 

 

令和 3 年 7 月の法令改正（参考資料６）により、鮎川水系についても洪水浸

水想定区域図の作成が義務化されたにも拘わらず、県は意図的に令和 7 年度に

引き延ばしを図っている。大平田地区より下流の地区では、豪雨時想定流量が流

下能力の 1.6 倍にもなっているので、鮎川流域の広い範囲で洪水浸水想定区域

になっているはずであり、洪水災害危険区域となっている。 

 県は流域住民の生命・財産を守るため、一刻も早く鮎川流域の洪水浸水想定区

域図が作成されて、流域治水の観点からも、産廃処分場建設をそのまま継続する

ことの是非が適切に判断されるよう強く求める。 
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図 27 鮎川上流域降水域分布図（①～⑥は、流下能力の調査地点を示す） 
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図 28 鮎川の流下能力算定結果と豪雨時想定流量の比較（地点は図 27 に示す） 
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図 29 調査地点⑤（大平田）付近の住宅地の状況 
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図 30 調査地点⑥（梅林付近）に隣接する住宅地の状況 
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（５）桜川流域の洪水・環境問題と新設産廃搬入道路の問題 

 図 31 には、桜川上流域（紫）、唐津沢流域（青）、梅林付近流域（黄）の降水

域分布と大久保地区の状況を示す。 

 常陸多賀駅から唐津沢処分場までの直線距離は 3.5km であり、諏訪町の住宅

街からは僅かに 650ｍである。このような図面よく見れば、一風吹くと煤塵や汚

臭が大久保地区や諏訪地区の住宅街に飛散することは容易に想像できる。 

桜川上流域の降水面積は、273ha であり、カスリーン台風時には、かなりの被

害があったと聞いている。桜川上流域は狭い山間あるので、道路建設で巨額な工

事費が掛かるばかりではなく、自然破壊で山林の保水力が弱まれば、河川の洪水

による深刻な被害も起こり得る。 

 

図 32 には、大久保中学校付近の桜川と住宅街の状況を示す。大久保中学校付

近の桜川の豪雨時流量は、約 80 ㎥/s にもなり、1 時間に約 29 万㎥の雨水が流

れることになる。 

羽黒橋では、桜川の流路は狭く、戸澤橋の直下流では流路が大きく曲がってい

るので、流木や土石流の堆積による洪水被害の危険性が否めない。ここで桜川の

洪水が発生すると、末広町の住宅街に甚大な被害が想定される。 

なお、しろ○線は、道幅９ｍの廃棄物搬入道路の予定経路を示しているが、朱

線で囲んだところには橋梁が計画されている。黄色の山側道路からは、一旦右折

してから山側道路を橋梁（仮称１号橋）で乗り超えて搬入道路に入ることにな

る。そして、中丸団地への道路は橋梁（仮称 2 号橋）で越えて、風穴付近の小ト

ンネル、次いで大トンネルを経て、道程約４ｋｍで唐津沢処分場に至る。 

搬入道路入口から風穴付近までの経路は、谷や窪地が多く、大部分が高架道路

になるので、見た目は誠に壮観であるが、通行車両の騒音や煤塵は、相当に迷惑

になることでしょう。主に被害を受けるのは、末広町、大久保町、中丸団地、小

咲台団地の皆さまである。 

 

図 33 には、産廃搬入道路予想経路の展望図を示す。山側道路から産廃搬入道

路への入口は、当初は左折により直接入るようになっていたが、最近には一旦右

折してから山側道路を橋梁（仮称１号橋）で乗り超えて搬入道路に入ることにな

ったようである。この橋梁（仮称１号橋）は、かなり長大で壮観ではあるが、特

に大久保中学校の付近の住民の皆様には、大変な迷惑を掛けるでしょう。 
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図 34 には、本年 3 月 15 日の整備調査特別委員会資料の抜粋を示す。新設道

路には、大小二つのトンネルが設けられることが初めて知らされたが、山側道路

から産廃搬入道路への入口は、長大で目を見張る橋梁（仮称１号橋）になるとは

まだ表記されていない。新設道路の計画概要は、延長：約 4km、幅員：9ｍ、概

算事業費：約 120 億円であるが、「＊今後の詳細な検討により変更となる場合が

ある」と言い訳が付いている。 

道路の中心位置も確定されておらず、大小二つのトンネルや長大な二つの橋

梁の基本設計もこれからのようであるから、概算事業費：約 120 億円の根拠は

薄弱である。やはり最終的な工事費は 200 憶円を大幅に超えることは間違いな

いようである。しかも、工事完了の時期の見込みは立たず、工事完了の時には、

産廃搬入道路は不要になる可能性もあり、丸々の無駄遣いになるでしょう。 

 

県は、2021 年 2 月に産廃搬入道路の建設を公表しながら、2 年 4 カ月経過し

ても、「予備設計中であり、道路の中心位置も、概算見積りも示す段階になって

いない」では、余りにも無責任である。搬入道路の経路設計図を地域住民に見せ

て、意見聴取することなく、道路敷地の地権者にも通知しないまま経過している

のが現状である。 

公共道路の建設で、経路設計図もなく、概算見積りも無いまま、道路建設を確

定してしまう前代未聞の事件が発生していると言える。 

経路設計図が出来て、概算見積りも得られて、地域住民の意見聴取をするまで

には、なお相当な日時を要すると予想される。 

県は、当初搬入道路に梅林道路を使用するから好都合として、唐津沢を産廃処

分場に選定した。ところが、諏訪地区の住民から梅林道路を搬入道路にするのを

反対されたからとの理由で、経路設計図が無く、概算見積りも無く、大久保地域

住民の意見聴取もないまま、別途に産廃搬入道路を新設することに決定してし

まった。 

 

大久保地区住民からは、「新産業廃棄物最終処分場への搬入道路の変更に関す 

る請願」 紹介議員 福地源一郎 （令和 3 年 6 月 1 日） 受理番号 3 年第 1 号 

が提出されている（参考資料 12）。議決結果は不採択とされたが、地域住民は決

して容認したわけではない。 

具体的な道路の設計図を見せられれば、大久保地区住民は、諏訪地区住民が反
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対表明した以上に強く、反対するはずである。 

新設道路の場合には、地区住民ばかりではなく、地権者もいるため、同意を得

るのはより難しいはずである。 

私ども調査では、搬入道路の測量予定区域内に、少なくとも 40 筆位の土地が

あり、その中には 250 以上の地権者がある共有林が含まれている。この大久保

共有林は、道路建設には掛からないだろうが、搬入道路の具体的な計画図が未だ

に開示されてない現状では、どうなっているか気掛かりである。 

 

県の搬入道路計画は、余りにも杜撰であるため、建設工事費は莫大になり、工

事期間はいつまで掛かるか判らない状況だと思われる。 

［原則として、新設搬入道路ができるまで、産廃搬入は行わない］旨の条文が

あったのは、［新設搬入道路ができなければ、元どおりに産廃搬入は梅林道路か

ら行なう］旨を意味する条文かと思われてならない。 
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図 31 桜川上流域（紫）、唐津沢流域（青）、雨林付近流域（黄）の降水域分布 
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図 32 大久保中学校付近の桜川と住宅街の状況 
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図 33 産廃搬入道路予想経路の展望図 
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図 34 新産業廃棄物最終処分場周辺道路整備事業（令和 5 年 3 月 15 日） 
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（６）浸出水処理施設の危険性の検討 

 現時点では、施設設計の細部にまでは触れない方がよいかも知れにが、浸出水

処理については、気象条件の降雨量が重要な基本要件になっている。また、基本

設計でも真っ先に扱うべきものである。したがって、問題があれば、早めに提起

すべき事柄である。 

 前項 6．（2）規定降水量の選定でも触れたが、県の基本計画によると、1 日に

400ｍｍの降雨時における浸出水量が 2 万 4,095 ㎥であり、処理能力は 400 ㎥/

日だから、その処理には 61 日かかるとのことである（参考資料 10）（乙 54 の

1・102p）。１日の降水量は３万 9,200 ㎥であるから、降水量の 61.5％を浸出水

量としている。38.5％を廃棄物槽内に留め置くことを前提にしている。 

本処分場の浸出水調整槽容量は、エコフロンティアかさまの約 3 倍の 3 万

3,000 ㎥とし、降水量 400ｍｍ/日でも、浸出水処理施設は機能することを確認

したとのことである。 

 

しかしながら、3 日間で 1,000ｍｍ（水防法規定では 1,092ｍｍ）の降雨時に

は、降水量（9 万 8,000 ㎥）の大部分（6 万 5,000 ㎥）を廃棄物槽内に留め置く

ことになり、その間に地震でも起これば、浸水した廃棄物層の液状化・流動化な

ど二次的な災害も発生し廃棄物層崩壊の危険性は大である。 

元来、浸出水は自然落下で浸出水調整槽に導入することになっているはずだ

から、見合った容量の浸出水調整槽を備えて、雨水を廃棄物槽内に留め置くこと

は避けるべきである。 

 また、「1 日 400ｍｍの降雨時の浸出水量が 2 万 4,095 ㎥であり、その処理に

は 61 日の長期間を要する」のだから、その分 2 万㎥くらいの容積をいつでも空

かすような設計にすべきである。 

 

 したがって、施設の安全性を重んじて、想定降雨量は水防法の規定により、１

日間で 690mm、3 日間で 1,092ｍｍとして、浸出水調整槽容量は更に 2 倍にし

て６万㎥くらいにすべきものと考える。その場合、浸出水処理には、150 日

（60,000/400）も掛かることになり、浸出水処理施設がまともに機能していると

は言えない。浸出水の処理能力も 2 倍の 800 ㎥/日くらいにすべきである。 

 つまり、浸出水処理能力を考慮すると、広大な処分場をオープン型で建設する

ことは不可能である。いくつかに分けて、被覆型で建設すべきではないか。 
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（７）産廃山積みの危険性の追求（熱海惨事の二の舞い回避） 

現状の唐津沢流域は、天然の防災ダムの機能を見事に果たしているが、産廃処

分場の建設には洪水防災基準に従ったとしても、洪水災害の危険性が増大され

ることになる。したがって、流域治水の観点からも、防災ダムの機能を排除して、

洪水災害の危険性を増大させる愚行は早急に取り止めるべきである。当面は、唐

津沢の産廃処分場計画が洪水災害対策上如何に不適格かについて追求すべきで

あるが、本計画の産廃山積みの危険性についても十分に検討して、熱海惨事の二

の舞いは回避せねばならない。 

 

県の基本計画（参考資料 10)によると、唐津沢は、図 37 のように、深さ 50ｍ

の谷間を埋立し、廃棄物埋立最大高さ 45ｍの廃棄物槽が建設されることになる。

廃棄物の埋設高さは 20ｍで、廃棄物の山積み高さは 25ｍであり、崩れ易く、そ

れ自体で不安定なものである。 

 唐津沢の現風景と廃棄物槽の横断面を比較したのが図 38である。このように、

唐津沢の深い谷間の形状は、廃棄物貯蓄槽の建設には最も不適格であるにも拘

らず、３次整備可能地の選定では、「山地で、谷地形となっている。建設にあた

り、地形を活用し、低い概算工事費で建設可能。」とまで表記している。確かに、

切土の費用は少ないかも知れないが、その何倍もの盛土埋立の費用が掛かるば

かりか、軟弱な埋立地の基盤に廃棄物貯蓄槽を建設すると言う最も不適切な県

の基本計画にはあきれるばかりである。 

  

なお、図 39 には、造成計画の縦断面図を示す。廃棄物貯蓄槽は、谷沿いに 536m

に渡り、その縁面の標高が 145m から 180 まで大幅に変化する、縁面が傾斜し

た容器である。 

深い谷間に、浅い皿状の廃棄物槽が建設されるので、谷を埋めても容器の面積

を十分に広く獲得できず、予定の廃棄物貯蓄容量を確保できないため、容器縁面

の上部に廃棄物をうず高く盛上げられる。そのような廃棄物層は、崩れ易く、洪

水に流され易く、極めて不安定な状況にある。 

  

そこで、図 40 には、廃棄物埋立積上げ後の廃棄物層崩壊の危険性を検討する

ための説明図を示す。これは、図 39 に示した廃棄物貯蓄槽の縦断面図のうち、

貯蓄槽の前半部を示している。まさしく、近年に発生した熱海の土砂崩れ災害が
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連想される状況である。 

下の写真は、静岡県熱海市で発生した土石流の起点となった崩落現場を撮影

したものである。推定量 8 万㎥の建築残土や産業廃棄物を積み込んだ谷埋め型

大規模盛土造成地であった。唐津沢処分場は、同じく谷埋め型大規模盛土造成地

であるが、埋立・積上げする廃棄物の量は、244 万㎥と桁違いに大きい。 

降雨は 5 日間続いたが、降雨強度 25mm/時以下であった。降り始めから約 2

日後の積算雨量は 449ｍｍであり、それほど強い雨ではなかった。処分場を起点

とした土石流は、約 11 度のほぼ一定傾斜の谷間を時速約 40ｋｍの速度で住宅

街まで一気に流下したとのことである。周知のように、被害は甚大であった。 

 

専門の文献には（参考資料 13）、図 40 のように、底面部にある程度の勾配が

ある場合、廃棄物が遮水シート上をすべり出す恐れがあることを指摘し、比較的

計算が容易な方法として、「変形ウエッジ法の計算モデル」を紹介している。 

積上げられた廃棄物層は洪水に流され易いばかりではなく、自らですべり崩

壊することもあり得るので、関与する多くの要因や物性値なども考慮して、すべ

り変形による廃棄物層崩壊の危険性についても追及したい。 

 しかし私どもには、解明するのに十分な術はないので、先達の方々のご支援を

戴ける機会があることを願っている。 

 

 
写真：土石流の起点となった廃棄物処分場崩落現場（熱海市 2021 年 7 月 3 日） 
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図 35 新産業廃棄物最終処分場基本設計イメージ図（令和 5 年 3 月） 
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図 36 全体計画図（埋立完了後）（乙 54 の 1より引用） 
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図３7 造成計画（横断面） 
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図３8 唐津沢の現風景と廃棄物槽横断面の比較 
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図 39 造成計画（縦断面図） 
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図 40 廃棄物埋立・積上げ後の廃棄物槽崩壊の危険性の検討用図面 



79 

（８）流域治水・環境保全の観点からの考慮の必要性 

 鮎川上流域の全降水域は、高鈴山の山頂から真弓山神社近くまでの多賀山地

の長い山並みを背にして非常に広く、梅林付近を流出口とする流域面積は 13.8

㎢（1,380ha）もある。よって、鮎川の流域治水は元々容易ではないはずである。 

 処分場建設予定地の近くには河川隧道が在り、その周辺はカスリーン台風時

には、甚大な洪水災害の履歴のある災害危険区域となっている。県が基本計画を

やり直して、さらに続けるためには、根本的な観点からの再検討を要する。 

 

 図 27 に示したように、鮎川の流下能力の算定結果と豪雨時想定流量の比較検

結果、大平田地区の地点⑤と諏訪梅林付近の地点⑥では、豪雨時想定流量と流下

能力流量との比Q‘/Qがそれぞれ 1.66 および 1.67といずれも 1.0 を大幅に超え

ており、豪雨時想定流量が鮎川の流下能力流量を大幅に超えた洪水状態を示唆

している。したがって、鮎川上流域は洪水危険区域であり、その下流部には広大

な住宅密集地域が繋がっているので、唐津沢に廃棄物処理場を建設し、水害を増

強させることは避けるべきである。 

  

唐津沢湖の現況は、断崖絶壁に囲まれ、広く青い湖面を輝かせて誠に麗しい姿

を見せている。湖面は新鮮な地下水の出入りでバランスを保っており、豪雨があ

ると一時的に水面を上昇させるが、その後は地下水の出入のバランスを保ちな

がら長時間掛けて、自ら元の水面に戻している。誠に巧妙に、洪水の防災ダムの

機能を果たしている。 

 図 5 に示したように、水防法規定の 1 日 24 時間 690mm の豪雨時には、雨水

流入量は 57 万 2,600 ㎥にもなり、唐津沢上流域からの洪水の流路と平常時の湛

水面上に形成される洪水浸水想定区域の合計面積が約６ha となる。産廃処分場

予定地がまさに洪水浸水想定区域の実質を有することを示している。 

  

 最近になって施行された「流域治水関連法」により、「唐津沢湖の防災ダム機

能」を保存することを迫り、産廃処分場建設の阻止に繋げることも重要である。 

唐津沢湖を埋立して、防災調整池を設けても、許容放流量の雨水は鮎川へ流す構

造で、貯留槽ではない。1/30 年確率の降雨量で算定した容量の調整池を設けて

も、機能が微弱で、水防法規定の豪雨時には、垂れ流しするだけである。 
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８．まとめ（主な三つの課題） 

産廃処分場の基本計画・基本設計が本年 3 月に完了したが、唐津沢上流域か

らの洪水対策は全く無く、処分場を建設しても豪雨時には押し流されて、下流域

に甚大な災害を及ぼすことになる。 

当該予定地の近くには、河川隧道があり、雨水の許容放流量が極めて小さいた

め、技術基準の規制により巨大容量の防災調整池の設置を義務付けられている。

ところが県は、算定対象流域隠蔽すると共に、不適切な 1/30 年確率の降雨量を

意図的に選定し、必要な防災調整池容量の大幅な矮小化を図った。これは紛れも

なく、県が自ら制定した技術基準に違反した不正行為であり、それを前提とした

基本計画はやり直すべきである。若しくは、本計画を直ちに中止すべきである。 

 

現状の基本計画・基本設計では、防災調整池容量の矮小化図った上に、流域か

ら流出する激流への対応策が欠落しているため、計画の再検討を要する。また、

唐津沢流域は、産廃処分場には極めて不適格な所なので、現状の敷地面積および

地形・形状のままでは、県は防災調整池容量の技術基準の違反を是正することは

容易ではない。先ずは、このような県の法規違反を追求し、産廃処分場建設計画

のやり直しを迫り、できるだけ早期に取り止めさせたい。 

 

 2022 年 12/19 の公開質問状では、「西側流域からの豪雨時雨水の直接放流は

許されず、技術基準上約 28 万㎥の巨大容量の防災調整池を排水路の途中に設置

すべきこと」を指摘した。 

また、本年 3/31 の県知事宛の公開質問状では、「技術基準により防災調整池

容量の算定対象流域は、西側流域（非開発区域）を含めた唐津沢流域全体の面積

とせねばならないこと、すなわち現状では、法規違反であること」を詳細に指摘

し、その是正は極めて困難なので、建設計画を早期に取り止めるよう要請した。 

 なお、本年 6/1 の住民訴訟の口頭弁論に提出した第 5 準備書面では、「西側流

域からの雨水放流路の途中には、28 万㎥の巨大容量の防災調整池を設置せねば

ならない所を無視し、県は自らが制定した技術基準に違反していること。そして

唐津沢は、洪水災害対策上、処分場建設には極めて不適格な場所であり、現実的

に建設の可能性は薄いこと」を原告側は主張した。 

 

そこで、今後の活動の便宜のために、主な「三つの課題」を取り上げて見た。 
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⁂一つ目の課題：上流域からの洪水対策として流域の分割と誘導路設置 

上流域から流出する豪雨時の激流は、廃棄物槽を通り抜け、槽内の廃棄物ばか

りではなく、廃棄物槽の構造体もろとも押し流してしまう。その防災策として、

上流域から流出する洪水を遮断する隔壁を設けると共に、その流れを別途に追

加設置する防災調整池へ誘導する排水路を設ける必要がある。要するに、上流域

から流出する激流と埋立地内の廃棄物との干渉を断ち切るための仕組みが必要

である。 

さらに、豪雨時に唐津沢上流域から処分場の搬入道路のトンネル出入口付近

に流入する激甚な洪水に対する防護策が必要であり、これらは至難の業である。 

今後計画される施設の妥当性については、数値解析などによる流動解析で確

認すると共に、厳しく注視して行くことが大切である。 

⁂二つ目の課題：適正容量の防災調整池を設置 

 鮎川には、河川隧道（トンネル）が在り、そこの流下能力が極めて小さいこと

が元凶となり、唐津沢流域に処分場建設する際に、巨大容量の防災調整池が義務

付けられる。そのため、県は算定対象の流域面積と想定降雨量を偽装して、容量

の矮小化を図った。即ち、鮎川への許容放流量が極端に小さいため、降雨量に不

適切な 1/30 年確率を選定すると共に、西側流域の面積を除外して必要容量を過

小に算定した。これは明らかに技術基準に違反する許し難い不正行為である。 

①このような不正行為を是正するためには、先ず、敷地流域に対する防災調整池

の容量拡大が必要である。敷地流域に対する防災調整池の算定容量は、現在２万

9,747 ㎥としているが、これは水防法規定の降雨量時の 12 万 9,200 ㎥に拡大訂

正するべきである。 

②そして、西側流域については、水防法規定の降雨量時の容量 28 万 5,000 ㎥の

防災調整池を排水路の途中に設置する必要がある。現状では、広大な防災調整池

を設置するための敷地は無く、対策は困難であろうが成り行きを厳しく見守ら

ねばならない。 

⁂三つ目の課題：流域治水・環境保全の大局的な観点からの考慮の必要性 

唐津沢湖の現況は、断崖絶壁に囲まれ、広く青い湖面を輝かせて誠に麗しい姿

を見せている。湖面は新鮮な地下水の出入りでバランスを保っており、豪雨があ

ると一時的に水面を上昇させるが、その後は地下水の出入のバランスを保ちな
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がら長時間掛けて、自ら元の水面に戻している。誠に巧妙に、洪水に対する防災

ダムの機能を果たしている。 

 水防法規定の 1 日 24 時間に 690mm の豪雨時には、雨水流入量は 57 万 2,600

㎥にもなり、唐津沢上流域からの洪水の流路と平常時の湛水面上に形成される

洪水浸水想定区域の合計面積が約６ha となる。産廃処分場予定地がまさに洪水

浸水想定区域の実質を有することを示しており、当然に、立地上の回避区域に該

当している。 

さらに、処分場建設予定地の近くには河川隧道が在り、その周辺はカスリーン

台風時には、甚大な洪水災害の履歴のある災害危険区域となっている。 

 鮎川の流下能力が極めて小さく、唐津沢から鮎川への許容放流量が厳しく制

限され、唐津沢流域に対して 41 万㎥もの防災調整池の設置が義務付けられる。 

 このように、「唐津沢は、処分場予定地として極めて不適格な場所である」か

ら、一刻も早く計画を中止させねばならない。 

 

一方、大平田地区から諏訪梅林付近に掛けては、豪雨時想定流量と流下能力流

量との比が約 1.7 であり、豪雨時想定流量が鮎川の流下能力流量を大幅に超えた

洪水状態を示唆している。したがって、この鮎川流域は洪水危険区域であり、そ

の下流部には広大な住宅密集地域が繋がっているので、唐津沢に危険な有害廃

棄物の処分場を建設し、水害を増強させることは避けるべきである。 

現状では、唐津沢は防災ダムの機能を果たしているので、豪雨時でも唐津沢か

ら流出する雨水は無いが、そこを埋立して処分場が造られると、現在２万 9,747

㎥としている防災調整池が設置されたとしても、防災調整機能は微少であり、唐

津沢からの豪雨時最大流量 37 ㎥/ｓに近い流量が鮎川の流れに加算されること

になる。大平田地区における流下能力は 209 ㎥/s だから、その 17％にあたる流

量が加算されるので、洪水危険区域の危険性をかなり高めることになる。 

 

 そこで今こそは、鮎川流域と桜川流域の洪水浸水想定区域図の早期作成を図

る共に、自然環境や生活環境など、その他の要件も含めて、大局的な観点から県

の巨大産廃処分場計画を抜本的に見直し・撤回を迫る必要がある。 

市民・県民の皆様、マスコミの皆様に広く窮状を訴え、少しでも多くのご賛同

を戴けますよう願っている。 

そのために、本件冊子が少なからず役立つことを願っています。 
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（５）冊子：「唐津沢産業廃棄物処分場計画の危険性を訴える」 荒川照明 助

川靖平 鈴木鐸士 他 2 名（2021 年 12 月 17 日） 

（６）（国水政第 20 号 令和 3 年 7 月 15 日） 都道府県知事・指定都市長宛 

国土交通省 水管理・国土保全局長差出 「特定都市河川浸水被害対策

法等の一部の施行について」 

（７）茨城県知事宛「鮎川、桜川流域の洪水浸水想定区域図の早期作成に関す

る公開質問状」 荒川照明 助川靖平 鈴木鐸士 （2022 年 8 月５日） 

（８）茨城県知事宛「唐津沢流域の洪水浸水想定区域図の試作報告および県へ

の追認要請」 荒川照明 助川靖平 鈴木鐸士 （2023 年 2 月 3 日） 

（９）本田尚正・川松由季「カスリーン台風による日立市宮田川の氾濫の検証」 

水工学論文集 第 54 巻 pp. 883-888 （2010） 

（10） 新産業廃棄物最終処分場基本計画 (令和 4 年 4 月) 茨城県 乙第 54

号の１） 

（11）新産業廃棄物最終処分場整備調査特別委員会資料〈資料１〉(令和 5年 3

月 15 日) 

（12）茨城県知事宛「新産業廃棄物最終処分場への搬入道路の変更に関する請

願」 提出者個人 紹介議員 福地源一郎 （令和 3 年 6 月 1 日） 受理番

号 3 年第 1 号 （不採択） 

（13）最終処分場技術システム研究会 監修 花嶋正孝・古市徹「廃棄物最終処

分場 新技術ハンドブック」 環境産業新聞社 （2006） 

（14）嘉門雅史・大峰聖・勝見武：地盤環境工学 共立出版 （2010） 
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県産業廃棄物最終処分場建設に反対する書面による活動の経緯 

 

（１）県知事宛「新産業廃棄物最終処分場整備に向けた課題への対応策（令和 3

年 2 月）に関する異議申し立て」 県産業廃棄物最終処分場建設に反対

する連絡会 （2021 年 3 月 15 日） 

（２）県知事宛「新産業廃棄物最終処分場整備に向けた課題への対応策（令和 3

年 2 月）に関する異議申し立てに追加添付する資料」 県産業廃棄物最

終処分場建設に反対する連絡会 （2021 年４月 26 日） 

（３）県知事宛「新産業廃棄物最終処分場整備に向けた課題への対応策（令和 3

年 2 月）に関する異議申し立てに再度追加添付する資料」 県産業廃棄

物最終処分場建設に反対する連絡会 （2021 年５月 31 日） 

（４）『「新産業廃棄物最終処分場整備に向けた課題への対応策に関する異議申

し立て」に対する県の考えについて』の受領 茨城県資源循環推進課長 

（令和 3 年 8 月 11 日） 

（５）茨城県監査委員宛「茨城県職員措置監査請求書」 荒川照明他 4 名 （令

和 3 年 6 月 10 日） 

（６）茨城県監査委員会から 6 月 10 日付けの「茨城県職員措置監査請求」を棄

却する旨の通知書の受領 （令和 3 年 8 月 23 日）  

（７）水戸地方裁判所宛「県産業廃棄物最終処分場費用支出の差し止め請求住民

訴訟」の提訴書状 訴訟代理人弁護士 8 名 原告荒川照明他 4 名 （2021

年 9 月 24 日） 

（８）新産業廃棄物最終処分場整備のあり方検討委員会委員長宛「産廃最終処分

場の候補地選定に関する公開質問状」 県産業廃棄物最終処分場建設に

反対する連絡会 （2021 年 8 月 6 日）  

（９）あり方検討委員会委員長宛『「産廃最終処分場の候補地選定に関する公開

質問状」について（回答）』の受領 「あり方検討委員会終了」との理由

で資源循環推進課長よりの回答書 （令和 3 年 9 月 1 日）  

（10）『県知事宛産廃最終処分場の施設配置に関する公開質問状、および前回の

「候補地選定に関する公開質問状」の回答についてご報告』 県産業廃棄

物最終処分場建設に反対する連絡会 （2021 年 9 月 21 日） 
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（11）『「唐津沢に廃棄物処分場を設置すると豪雨時洪水災害対策は不可能であ

る」（広大な唐津沢の降水域分析と沢形状の水理学的な特性に関する報

告）』 執筆者鈴木鐸士 （2021 年 9月 10 日） （甲 11） 

（12）冊子：「唐津沢産業廃棄物処分場計画の危険性を訴える」 荒川照明  

助川靖平 鈴木鐸士 他 2 名（2021 年 12 月 17 日） 

（13）新産業廃棄物最終処分場基本計画策定委員会委員長宛「新産業廃棄物最

終処分場基本計画の問題点に関する公開質問状」 県産業廃棄物最終処

分場建設に反対する連絡会 （2022 年 1 月 12 日） 

（14）日立市長宛「産廃最終処分場受け入れ容認に関する公開質問状」 荒川 

照明 助川靖平 鈴木鐸士 （2022 年 7 月 4 日） 

（15）茨城県知事宛「鮎川、桜川流域の洪水浸水想定区域図の早期作成に関する

公開質問状」 荒川照明 助川靖平 鈴木鐸士 （2022 年 8 月５日） 

（16）茨城県知事宛「鮎川の流下能力不足に伴う豪雨時雨水放流の難題に関す

る公開質問状」 荒川照明 助川靖平 鈴木鐸士 （2022年 12月 19日） 

（17）茨城県知事宛「唐津沢流域の洪水浸水想定区域図の試作報告および県へ

の追認要請」 荒川照明 助川靖平 鈴木鐸士 （2023 年 2 月 3 日） 

（18）茨城県知事宛「産廃処分場計画地の唐津沢流域に対応する防災調整池容

量算定における法規違反に関する公開質問状」 荒川照明 助川靖平 

 鈴木鐸士（2023 年 3 月 31 日） 

（19）水戸地方裁判所「県産業廃棄物最終処分場費用支出の差し止め請求住民訴

訟」第５準備書面（第 6 回口頭弁論）訴訟代理人弁護士 8 名 原告荒川

照明他 4 名 （2023 年 6 月 1 日） 

（20）本件冊子：「唐津沢産廃処分の洪水災害の危険性を訴える」 荒川照明  

助川靖平 鈴木鐸士 他 2 名（2023年 6 月 1５日） 
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2023 年 6 月 

県産業廃棄物最終処分場建設に反対する連絡会 

共同代表  荒川 照明 （携帯 090-9845-7019） 

日立市台原町 2-10-10 

共同代表  数藤まち子  日立市諏訪町 5-24-7          

ホームページ https://voice2020next.org/   

カンパのご協力お願い致します            

振込先 常陽銀行 多賀支店（店番 017)               

普通預金 県産廃処分場反対連絡会     

口座番号 １９９５３３４        

https://voice2020next.org/

